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「ヤングケアラー支援ワンストップ相談窓口」 

LINE 相談を開始しました 

群馬県では、今年６月に「ヤングケアラー支援ワンストップ相談窓口」を設置しま

した。このたび、より多くの方に相談いただくため、従来の電話での相談に加え、

LINE 相談を開始いたしました。 

家族の世話や家事などで悩んでいるこどもや、そういったこどもを発見した関係者

が、どこに相談したら良いかわからないといった場合は、「ヤングケアラー支援ワン

ストップ相談窓口」にご相談ください。 

 

１ LINE 相談開始日  令和５年１２月２５日（月） 

 

２ 相 談 対 応 者  特定非営利活動法人虹色のかさ（群馬県委託事業者） 

     

３ 利 用 時 間  24 時間メッセージを受け付けます。 

          （返信までにお時間をいただく場合があります。） 

          「第２・第４火曜日の１６時から１９時まで」は、相談員と 

リアルタイムでチャット相談ができます。           

 

４ 利 用 方 法  相談は無料です。匿名での相談も可能です。 

            二次元コード又はホームページから LINE の友だち登録をしてください。  

           【LINE】            【虹色のかさ ホームページ】 

            

              

 

 

 

 

 

 

                                     

                                        

 

（https://youngcarergunma.com/） 


